
社会資本整備審議会 道路分科会 関東地方小委員会

中部横断自動車道（長坂～八千穂）ワーキンググループ（ＷＧ）運営規則

（趣旨）

第１条 本規則は、「社会資本整備審議会 道路分科会 関東地方小委員会運営規則」（平

成２４年１０月４日関東地方小委員会決定）に基づいて設置する中部横断自動車道

（長坂～八千穂）ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）の組織、委員、会

議、庶務、その他の事項に関して必要な事項を定める。

（ＷＧの事務）

第２条 関東地方小委員会（以下「小委員会」という。）より付託された、中部横断自動

車道（長坂～八千穂）のルート検討を行う。

２ 小委員会に諮るべき内容がある場合には、小委員会の開催を要請することができ

る。

（座長）

第３条 ＷＧは、座長が招集する。

２ 座長は、ＷＧを招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所をＷＧに属する

委員に通知する。

３ 座長に事故があるときは、ＷＧに属する委員のうちから小委員会委員長があらか

じめ指名するものが、その職務を代理する。

４ 座長は、審議が終了したときは、速やかに審議結果を小委員会委員長に報告する

ものとする。

（会議の成立条件）

第４条 会議は委員等の二分の一以上の出席がなければ開催することができない。

（審議過程の透明性の確保）

第５条 ＷＧの公開については、社会資本整備審議会 道路分科会 関東地方小委員会運

営規則第５条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」と

あるのは「座長」と、「小委員会」とあるのは「ＷＧ」と読み替えるものとする。

（ＷＧの庶務）

第６条 ＷＧの庶務は、関東地方整備局甲府河川国道事務所及び長野国道事務所において

行う。

（要領の改正）

第７条 ＷＧを運営していく上で必要となる事項が発生した場合等においては、座長の判

断により、会議を招集し運営規則を改正することができる。

附 則

この規則は、平成２４年１０月４日から施行する。
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